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●改正概要● 減税
地域福利増進事業を通じた⼟地の有効活用を促すため、地域福利増進事業の用に供するために⼟地を譲渡
した者の譲渡所得に係る特例措置及び地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税等を軽減する
特例措置が創設。

令和元年6月1⽇以後に⾏う譲渡、収⽤による補償⾦の取得について適⽤

出典︓国⼟交通省「地域福利増進事業に係る特例措置の創設」より⼀部加筆修正

①所得税・法人税等の軽減(20％➡14％)については、令和元年12月31日ま
での譲渡が対象となり、

②固定資産税・都市計画税については、令和3年3月31日までと対象期間が
異なりますのでご注意ください。

所有者不明⼟地に係る⻑期譲渡所得の課税の特例とはどのような内容
なのでしょうか。

税務では所有者不明⼟地の譲渡が、優良住宅地の造成等のために⼟地
等を譲渡した場合の⻑期譲渡所得の課税の特例の対象となり、その
2,000万円以下の譲渡所得について軽減税率の適用となりました。


